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財務省における政策評価の結果及びこれらの政策への反映状況 

（事前評価） 

表1 租税特別措置等を対象として評価を実施した政策（令和5年9月1日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/sotoku/mof.html）参照 

№ 政策の名称 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 協定銀行等に係る資本割の特例措置 

＜税制改正＞ 

評価結果を踏まえ、令和6年度税制改正要望を行い、税制

改正大綱に盛り込まれた。 

2 
銀行等保有株式取得機構に係る課税の特

例措置（欠損金の繰戻し還付） 

＜税制改正＞ 

評価結果を踏まえ、令和6年度税制改正要望を行い、税制

改正大綱に盛り込まれた。 

（事後評価） 

表2 一般分野の政策を対象として評価を実施した政策（実績評価方式）（令和5年6月30日公表） 

政策ごとの評価結果については、政策評価ポータルサイト

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/portal/index/mof_h24.html）参照 

№ 政策の名称 反映状況 政策評価の結果の政策への反映状況 

1 

【総合目標1】 

我が国の財政状況が歴史的に

見ても諸外国との比較におい

ても、極めて厳しい状況にあ

ることを踏まえ、社会保障・

税一体改革を継続しつつ社会

保障制度の持続可能性の確保

に向けた基盤強化の取組を進

めるとともに、2025年度の国・

地方を合わせたプライマリー

バランス（基礎的財政収支）

黒字化を目指し、同時に債務

残高対ＧＤＰ比の安定的な引

下げを目指すとの財政健全化

目標達成に向け、経済再生を

図りながら、歳入・歳出両面

において財政健全化に取り組

む。 

引き続き

推進 

＜財政＞ 

我が国の財政に対する信認を確保していくために、社会保

障・税一体改革を継続しつつ社会保障制度の持続可能性の確

保に向けた基盤強化の取組を進めるとともに、2025年度の

国・地方のプライマリーバランス黒字化を目指し、同時に債

務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指すとの財政健全

化目標達成に向け、経済再生を図りながら、歳入・歳出両面

において財政健全化に向けて取り組んだ。 

2 

【総合目標2】 

財政健全化目標達成に向け、

歳出・歳入両面において取り

引き続き

推進 

＜税制＞ 

人口減少・少子高齢化、働き方やライフコースの多様化、

グローバル化の進展、経済のデジタル化等の経済社会の構造
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組む中で、人口減少・少子高

齢化、働き方やライフコース

の多様化、グローバル化の進

展、経済のデジタル化等の経

済社会の構造変化を踏まえ、

成長と分配の好循環を実現す

るとともに、コロナ後の新し

い社会を開拓していくことを

コンセプトとして、新しい資

本主義を目指していく観点か

ら、持続的かつ包摂的な経済

成長の実現と財政健全化の達

成を両立させるため、税体系

全般にわたる見直しを進め

る。 

変化を踏まえ、成長と分配の好循環を実現するとともに、コ

ロナ後の新しい社会を開拓していくことをコンセプトとし

て、新しい資本主義を目指していく観点から、持続的かつ包

摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成を両立させるた

め、税体系全般にわたる見直しを進めた。 

具体的には、経済社会の構造変化に対応した税制を構築す

るため、令和5年度税制改正の着実な実施、令和6年度の税制

改正の内容の検討に取り組んだ。 

3 

【総合目標3】 

経済金融情勢及び財政状況を

踏まえつつ、市場との緊密な

対話に基づき、国債管理政策

を遂行し、中長期的な調達コ

ストの抑制を図りながら、必

要な財政資金を確実に調達す

る。同時に、国庫金の適正な

管理を行う。また、社会経済

情勢等の変化を踏まえ、財政

投融資を活用して政策的に必

要とされる資金需要に的確に

対応する。さらに、地域や社

会のニーズ及び個々の国有財

産の状況に応じ、地方公共団

体等との連携を進めつつ、最

適な形での国有財産の有効活

用を進める。 

引き続き

推進 

＜財務管理＞ 

○国債管理政策

我が国の財政は、極めて厳しい状況にあり、今後も大量の

国債発行が見込まれている。国債発行当局として確実かつ円

滑な国債発行により、必要とされる財政資金を確実に調達す

るとともに、中長期的な調達コストを抑制していくことによ

って、円滑な財政運営の基盤を確保するという基本的な考え

方に基づき、国債管理政策を運営した。 

○財政投融資

中長期的な視点から、かつ、民間金融を補完しながら、資

金面からの成長制約を解消するという財政投融資の役割の

下、国民のニーズや社会経済情勢等の変化などを踏まえた編

成を行うことで、政策的に必要な資金需要に的確に対応し

た。 

○国有財産の有効活用

地域や社会のニーズ及び個々の国有財産の状況に応じた

最適な形での国有財産の有効活用を推進するとの考え方の

下、介護や保育などの分野等や防災・まちづくりにおける活

用をはじめ、多様な形での国有財産の管理処分を実施したほ

か、既存庁舎や宿舎の効率的な活用や、情報提供の充実等に

努めた。 

○国庫金の管理

国庫金の管理を一層効率的に行い、また出納の正確性を引

き続き確保した。 

4 

【総合目標4】 

関係機関との連携を図りつ

つ、金融破綻処理制度の整備・

引き続き

推進 

＜通貨・金融システム＞ 

○金融システムの安定を確保するための取組

金融庁等との連携を図りつつ、金融破綻処理制度の適切な
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運用を図るとともに金融危機

管理を行うことにより、金融

システムの安定の確保を図

る。また、通貨の流通状況を

把握するとともに、偽造・変

造の防止等に取り組み、高い

品質の通貨を円滑に供給する

ことにより、通貨に対する信

頼の維持に貢献する。 

整備･運用及び迅速・的確な金融危機管理を行うことにより、

金融仲介機能を発揮するための基盤となる金融システムの

安定の確保に努めた。 

○通貨に対する信頼を維持するための取組 

通貨が様々な経済取引の決済において、国民から信頼さ

れ、安心して使われるために、通貨の流通状況等を把握し、

偽造されにくい通貨を円滑に供給できるように、製造計画の

策定等を適切に行うこと等により、日本銀行券・貨幣の円滑

な供給及び偽造・変造の防止等、通貨制度の適切な運用に万

全を期した。 

5 

【総合目標5】 

我が国経済の健全な発展に資

するよう、国際的な協力等に

積極的に取り組むことによ

り、世界経済の持続的発展、

アジア地域を含む国際金融シ

ステムの安定及びそれに向け

た制度強化、質の高いインフ

ラ投資等を通じた開発途上国

の経済社会の発展、国際貿易

の秩序ある発展を目指すとと

もに、日本企業の海外展開支

援も推進する。 

引き続き

推進 

＜世界経済＞ 

世界経済の持続的発展等を目的として、Ｇ7やＧ20等の国

際的な枠組みにおいて積極的に貢献し、国際機関及び各国の

財務金融当局等との政策対話も積極的に行った。 

ＡＳＥＡＮ＋3の枠組みや二国間金融協力を通じ、アジア

地域金融協力を推進した。 

ＯＤＡに関しては、開発途上国における安定的な経済社会

の発展に寄与するため、我が国の厳しい財政状況や国民のＯ

ＤＡに対する見方も踏まえつつ、効果的かつ効率的な資金協

力等を実施した。 

日本企業の海外展開支援に関しては、関係省庁・機関と連

携しながら、ＪＩＣＡの円借款や海外投融資、ＪＢＩＣの出

融資保証業務等を通じて引き続き推進した。 

ＭＤＢｓに関しては、主要出資国として業務運営に積極的

に参画し、我が国のＯＤＡ政策・開発理念をＭＤＢｓの政策

に反映させた。 

質の高いインフラ投資の推進については、「質の高いイン

フラ輸出拡大イニシアティブ」等に盛り込まれた制度改善・

拡充を着実に実施しており、今後も運用・活用するとともに、

「質の高いインフラ投資に関するＧ20原則」の更なる普及・

実践に向けて、「質の高いインフラ投資指標集」の当てはめ

作業等の議論に取り組んだ。 

国際貿易の秩序ある発展に向けて、ＷＴＯを中心とする多

角的自由貿易体制の強化に引き続き取り組むとともに、戦略

的かつスピード感を持って、各地域における経済連携を推進

し、これらを通じて、税関分野における貿易円滑化の推進に

も積極的に取り組んだ。 

6 

【総合目標6】 

総合目標1から5の目標を追求

しつつ、新型コロナウイルス

感染症への対応と自然災害か

らの復興に取り組むととも

引き続き

推進 

＜財政・経済運営＞ 

関係府省と連携しながら、経済成長と財政健全化を両立で

きるよう、「経済財政運営と改革の基本方針」等に沿って適

切な財政・経済の運営を行った。 

また、令和4年度の累次の補正予算及び令和5年度予算を迅
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に、デフレからの脱却を確実

なものとし、経済再生と財政

健全化の双方を同時に実現す

ることを目指し、関係機関と

の連携を図りながら、適切な

財政・経済の運営を行う。 

速かつ着実に執行するとともに、相次ぐ自然災害からの復興

の加速に取り組んだ。 

7 

【政策目標1-1】 

重点的な予算配分を通じた財

政の効率化・質的改善の推進 

引き続き

推進 

＜健全な財政の確保＞ 

重点的な予算配分を通じ財政の効率化・質的改善を図ると

ともに予算執行調査結果、政策評価結果、行政事業レビュー、

決算及び決算検査報告、国会での指摘・議決などの予算への

反映・適切な活用に努めた。 

広報活動については、財政の現状や政府の取組に係る図表

等を用いた分かりやすい説明を、資料やウェブサイト等の多

様な媒体によって、引き続き積極的に行った。 

また、財政の効率化・質的改善を推進するための調査研究

等に必要な経費の確保に努めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：463,491千円 

8 
【政策目標1-2】 

必要な歳入の確保 

引き続き

推進 

＜健全な財政の確保＞ 

新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響等足もとの

経済情勢を踏まえつつ、経済指標や課税実績等の幅広い要素

を基に見積りを行うことにより税収及び税外収入の確保に

努めるとともに、歳入に関する情報について説明責任の向上

に努めた。 

9 

【政策目標1-3】 

予算執行の透明性の向上・適

正な予算執行の確保 

引き続き

推進 

＜健全な財政の確保＞ 

法令や予算との整合性等に留意し、円滑かつ効率的な予算

執行の確保に努めた。 

予算が効率的かつ効果的に執行されるよう、様々な視点か

ら、より深度のある予算執行調査を実施するとともに、予算

執行に関する情報開示の充実、各府省庁等の会計事務職員を

対象とした会議・研修の効果的な実施及び随意契約の適正化

に努めた。 

また、予算執行の透明性の向上・適正な予算執行の確保を

図るため、予算執行状況について調査の着実な実施等に取り

組むために必要な経費の確保に努めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：593,881千円 

10 

【政策目標1-4】 

決算の作成を通じた国の財政

状況の的確な開示 

引き続き

推進 

＜健全な財政の確保＞ 

年度途中における予算使用の状況、国庫歳入歳出状況及び

予算の執行実績である決算の概要について、正確性を確保し

つつ、国民及び国会に対し適時適切に報告した。また、令和

4年度歳入歳出決算については、令和3年度歳入歳出決算に引
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き続き、会計検査院へ早期に送付し、令和5年11月20日前後

には国会提出が可能となるよう努め、令和5年11月20日に提

出した。 

11 

【政策目標1-5】 

地方財政計画の策定をはじ

め、地方の歳入・歳出、国・

地方間の財政移転に関する事

務の適切な遂行 

引き続き

推進 

＜健全な財政の確保＞ 

国・地方の財政の健全化に向けて、地方歳出の改革や、地

方交付税の制度改革等の諸課題について総務省と調整を行

った。 

12 

【政策目標1-6】 

公正で効率的かつ透明な財

政・会計に係る制度の構築及

びその適正な運営 

引き続き

推進 

＜健全な財政の確保＞ 

令和4年度決算分の国の財務書類について、より充実した

説明資料も併せて作成・公表し、国民に対する分かりやすい

説明に努め、予算の審議等に活用するために、令和6年1月に

公表した。さらに省庁別財務書類等についても、各府省より

的確な財務情報の開示がなされるよう必要な助言等を行っ

た。 

また、令和6年度の予算要求については、令和5年度決算分

の国の財務書類の令和7年1月公表等に向けて、引き続き企業

会計の考え方などの高度で専門的な知識を有する公認会計

士に省庁別財務書類等の審査、国の財務書類の作成補助等を

業務委託するための経費の確保に努めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：14,447千円 

13 

【政策目標2-1】 

成長と分配の好循環の実現に

向けた税制の着実な実施、我

が国の経済社会の構造変化及

び喫緊の課題に応えるための

税制の検討並びに税制につい

ての広報の充実 

引き続き

推進 

＜適正かつ公平な課税の実現＞ 

我が国の経済社会の構造変化及び喫緊の課題に応えるた

めの税制の検討を行った。 

また、税は国民生活と密接に関わるものであることから、

税制に関する分かりやすい広報に積極的に取り組み、税制全

般に対する国民の理解が深まるよう努めた。 

なお、令和6年度の予算要求については、当該政策目標の

達成に向けて必要となる、企画・立案の整備、調査研究、各

種広報活動等の経費を適切に確保するように努めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：167,940千円 

14 

【政策目標3-1】 

国債の確実かつ円滑な発行及

び中長期的な調達コストの抑

制 

引き続き

推進 

＜国の資産・負債の適正な管理＞ 

国債発行計画の策定に当たっては、市場のニーズ・動向等

を踏まえつつ、国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調

達コストの抑制の観点から、国債の発行額・発行年限を設定

した。また、「国債市場特別参加者会合」等の場を通じ丁寧

に市場との対話を行いつつ、流動性供給入札などの国債市場

の流動性維持・向上に向けた施策を実施した。 

国債関係の懇談会等の開催や、入札結果の確実かつ速やか

な発表により、市場との対話の推進に引き続き努めた。 
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個人投資家や海外投資家を含めた保有者層の多様化を図

る観点から、個人投資家向けの広報の充実や海外投資家に対

するＩＲ（オンライン開催含む）に取り組んだ。 

また、国債市場や国債管理政策についての透明性を高め、

国債等に係る国民等の理解を向上させる観点から、ウェブサ

イト等を通じた積極的な情報発信や広報活動に引き続き努

めた。 

なお、令和4年度政策評価結果を踏まえ、令和6年度予算概

算要求においても、国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的

な調達コストの抑制のため、引き続き必要な経費（公債の償

還及び利子の支払い等を行うために必要な経費等）の確保に

努めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：28,142,476,496千円 

令和 6年度国債整理基金特別会計予算概算要求額：

226,512,493,309千円 

令和6年度東日本大震災復興特別会計予算概算要求額：

21,481,269千円 

15 

【政策目標3-2】 

財政投融資の対象として必要

な事業を実施する機関の資金

需要への的確な対応、ディス

クロージャーの推進及び機関

に対するチェック機能の充実 

引き続き

推進 

＜国の資産・負債の適正な管理＞ 

財政投融資計画の策定に当たっては、各省庁・機関から要

求とともに提出された、政策的必要性、事業等の有効性等の

観点から行った政策評価を積極的に活用し、審査を行った。 

また、財政投融資に関する透明性の確保に努めるととも

に、政策コスト分析の実施が可能な財政融資対象の全機関に

おいて政策コスト分析を実施した。さらに、財政投融資対象

機関に対するチェック機能の発揮に努めた。 

加えて、財務の健全性確保のため、的確な資産負債管理に

取り組んだ。 

その他、政策的必要性はあるものの、民間では実施が困難

な事業を行う機関への資金供給の確保と、的確な資産負債管

理を実施するために必要な経費の確保に努めた。 

＜予算要求＞ 

令和 6年度財政投融資特別会計予算概算要求額：

30,126,981,269千円 

16 

【政策目標3-3】 

庁舎及び宿舎を含む国有財産

の適正な管理・処分及び有効

活用と情報提供の充実 

引き続き

推進 

＜国の資産・負債の適正な管理＞ 

地域や社会のニーズ及び個々の国有財産の状況に応じた

最適な形での国有財産の有効活用を推進するとの考え方の

下、介護や保育などの分野等や防災・まちづくりにおける活

用をはじめ、多様な形での国有財産の管理処分を実施したほ

か、既存庁舎や宿舎の効率的な活用や、情報提供の充実等に

努めた。 

なお、令和4年度政策評価の結果を踏まえ、令和5年度にお
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いても国有財産の有効活用を推進するため、引き続き必要な

経費（普通財産管理処分費、老朽化等に伴う宿舎の改修等に

必要な経費、庁舎等の集約立体化・移転再配置等に必要な経

費等）の確保に努めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：30,600,220千円 

令和6年度財政投融資特別会計予算概算要求額：7,969,371千

円 

17 

【政策目標3-4】 

国庫金の効率的かつ正確な管

理 

引き続き

推進 

＜国の資産・負債の適正な管理＞ 

資金の受け手の事情も考慮しつつ、資金の受入と支払を合

わせる調整を行うとともに、それでも国庫全体の現金に余裕

が生じている場合には、これを資金需要への対応に際して有

効活用するなど、引き続き国庫金の効率的な管理を進めた。 

国庫金の出納事務の正確性の確保については、歳入歳出主

計簿と国庫原簿との突合により、日本銀行の国庫金の出納事

務が正確に行われているかどうかの検証を引き続き行った。 

国庫収支に関する情報については、財政資金対民間収支を

毎月報道発表し、財務省ウェブサイトに掲載すること等によ

り、国庫収支に関する迅速かつ正確な情報提供を引き続き行

った。 

また、国庫金の効率的な管理に必要な経費の確保に努め

た。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：5,591千円 

18 

【政策目標4-1】 

通貨の円滑な供給及び偽造・

変造の防止 

引き続き

推進 

＜通貨及び信用秩序に対する信頼の維持＞ 

令和4年度政策評価結果においては、一定の評価を得られ

たものの、通貨が様々な経済取引の決済等において、国民か

ら信頼され、安心して使われるために、引き続き、令和5年

度以降においても、通貨に対する信頼を維持することを目的

として、通貨の円滑な供給及び偽造・変造の防止等、通貨制

度の適切な運用に一層努めた。 

このため、通常貨幣や記念貨幣の発行のために必要な経

費、通貨の偽造・変造を防止する環境整備のために必要な経

費など、通貨の円滑な供給のために必要な経費の確保に努め

た。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：18,119,767千円 

19 

【政策目標4-2】 

金融破綻処理制度の適切な整

備・運用及び迅速・的確な金

融危機管理 

引き続き

推進 

＜通貨及び信用秩序に対する信頼の維持＞ 

金融システムの状況を適切に踏まえながら、金融庁等と連

携して、政府保証枠の適切な設定、預金保険機構等の監督を

通じた金融破綻処理制度の適切な整備・運用及び迅速・的確

な金融危機管理に努めたほか、株式会社地域経済活性化支援
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機構や株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の監督を

通じた地域の信用秩序の基盤強化等に努めた。 

また、金融破綻処理制度の適切な整備・運用及び迅速・的

確な金融危機管理による金融システムの安定の確保を目的

として、引き続き、事務運営のために必要な経費の確保に努

めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：11,637千円 

20 

【政策目標5-1】 

内外経済情勢等を踏まえた適

切な関税率の設定・関税制度

の改善等 

引き続き

推進 

＜貿易の秩序維持と健全な発展＞ 

関税改正に当たっては、内外の経済情勢の変化等を踏まえ

つつ、関係府省より提出された改正要望について、関係府省

の政策評価結果を適切に活用し、措置の必要性や実現される

具体的な効果、さらにはその所管する産業の情勢や個別要望

の国民経済全体への影響を聴取し、関係府省とも協議を十分

に行った上で、関税・外国為替等審議会の調査・審議の結果

を踏まえながら、適切に判断した。 

また、これらの過程において、国民のニーズの的確な把握

に努めるとともに、内外の市況や国内の生産者の状況など客

観的なデータの収集を行った。 

不当廉売関税等の特殊関税制度については、ＷＴＯ協定及

び国内関係法令等に則り、透明かつ公平・適正に運用を行っ

た。 

令和6年度予算概算要求に当たっては、最近における内外

の経済情勢等を踏まえ、公平・中立・簡素という観点に留意

しつつ、関税改正において適切な関税率の設定等の関税制度

の改善、及び特殊関税制度の適正な運営を行うため、関税制

度等の企画及び立案等に必要な経費の確保に努めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：126,227千円 

21 

【政策目標5-2】 

多角的自由貿易体制の維持・

強化及び経済連携の推進並び

に税関分野における貿易円滑

化の推進 

引き続き

推進 

＜貿易の秩序維持と健全な発展＞ 

多角的自由貿易体制の維持・強化については、ＷＴＯ貿易

円滑化協定の適切な実施を他の加盟国に促すとともに、様々

なＷＴＯ上の取組にも貢献した。 

経済連携の推進については、経済連携協定等の円滑な運用

及び履行の実施の確保に引き続き積極的に取り組んだ。 

税関分野における貿易円滑化の推進に関し、税関相互支援

協定等の枠組みを通じた税関当局間の協力を進めた。また相

手国税関の支援ニーズ等を的確に把握した上で、各地域の特

性等に応じて、技術協力を進めた。 

また、ＷＣＯ、ＡＰＥＣ等の地域協力の枠組み、ＥＰＡ及

び外国税関当局等との協力の枠組みにおいて、引き続き、税

関手続の国際的調和・簡素化を推進するための取組や税関分
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野における国際貿易の安全確保に向けた取組を進めた。 

さらに、多角的自由貿易体制の維持・強化及び経済連携の

推進並びに税関分野における貿易円滑化の推進のため、必要

な経費の確保に努めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：203,252千円 

22 

【政策目標5-3】 

関税等の適正な賦課及び徴

収、社会悪物品等の密輸阻止

並びに税関手続における利用

者利便の向上 

引き続き

推進 

＜貿易の秩序維持と健全な発展＞ 

政策運営に当たっては、評価結果を踏まえた改善を行っ

た。 

適正な納税申告が行われ、関税等の適正な賦課及び徴収が

確保されるよう、研修等による関係職員の知識向上を通じ

て、通関審査及び輸入事後調査の一層的確な実施を図るとと

もに、通関業者に対する指導・監督、保税制度の適切な運用

等に努めた。 

また、安全・安心な社会の構築のため、内外関係機関や関

係業界団体との積極的な連携や情報交換等を行うとともに、

近年の密輸事犯の悪質・巧妙化や多様化に対応した取締体制

の整備、取締・検査機器等の充実化及び的確な貨物、旅客等

のリスク評価を図ることにより、社会悪物品、テロ関連物資、

知的財産侵害物品、金地金等の一層効果的な水際取締りが可

能となるよう努めた。 

さらに、国際物流におけるセキュリティ確保と円滑を図る

ため、ＡＥＯ制度について、ＡＥＯ事業者の要望も踏まえた

更なる利便性の向上、及び参加する意義や参加により得られ

る便益について貿易関係事業者にとって分かりやすい視点

での積極的な広報活動に取り組んでいくことにより、その利

用拡大に引き続き努めた。 

税関手続における利用者利便や満足度の向上に向けて、職

員の資質向上のための研修の充実や、事業者からの相談に丁

寧に対応するなど、各種の取組に努めた。これまでも輸出入

申告官署の自由化等事業者のニーズを踏まえた施策を実施

しており、引き続き事業者ニーズの把握に努め、適切な施策

を実施した。さらに、引き続きＮＡＣＣＳの安定稼働に努め

た。 

加えて、税関ホームページや説明会等を通じて、利用者ニ

ーズを踏まえつつ、これらの施策や制度のメリット等につい

て、情報をわかりやすく提供・発信することによって税関の

取組に対する国民の理解向上や新しい制度等の利用拡大に

努めた。その際、テレビ等のマスメディアやソーシャルメデ

ィアを活用した情報提供を充実させることにより、税関の密

輸取締り活動に関する認知度の向上に努めた。 

令和6年度予算概算要求に当たっては、関税等の適正な賦
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課及び徴収、社会悪物品等の密輸阻止並びに税関手続におけ

る利用者利便の向上のため、引き続き必要な経費の確保に努

めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：25,896,290千円 

＜機構・定員要求＞ 

適正な通関と課税を確保するための体制整備、テロ対策を含

む治安のための水際取締体制整備等のため、令和6年度機構・

定員要求において、税関に統括監視官等の設置及び383人の

増員を要求した。 

23 

【政策目標6-1】 

外国為替市場の安定並びにア

ジア地域を含む国際金融シス

テムの安定に向けた制度強化

及びその適切な運用の確保 

引き続き

推進 

＜国際金融システムの安定的かつ健全な発展と開発途上国

の経済社会の発展の促進＞ 

Ｇ7やＧ20で合意されている為替相場に関する考え方を踏

まえつつ、各国通貨当局等と意見交換を積極的に行い緊密な

意思疎通を図るなど、外国為替市場の安定に向けた取組を行

った。また、外国為替資金特別会計の保有する外貨資産に関

しては安全性及び流動性に最大限留意しつつ、この制約の範

囲内で可能な限り収益性を追求する運用を行い、我が国通貨

の安定を実現するために必要な外国為替等の売買に備えた。 

世界経済の安定と持続的な発展等を目的として、Ｇ7やＧ

20等の国際的な政策協調の枠組において積極的に貢献した。 

国際機関及び各国の財務金融当局等との政策対話も積極

的に行った。ウクライナ情勢に伴う世界経済への様々な影響

に留意しつつ、ＩＭＦによる脆弱国支援や、二国間及び多国

間サーベイランスを通じた国際金融システムの安定の実現

に向けた取組を推進するとともに、ＩＭＦのガバナンス改革

や機能強化の議論に積極的に貢献した。 

ＡＳＥＡＮ＋3財務大臣・中央銀行総裁プロセスでは、Ｃ

ＭＩＭ、ＡＭＲＯの強化及びＡＢＭＩを推進した。 

また、ＡＳＥＡＮ諸国との二国間金融協力の枠組等を通じ

て、より率直かつ密接な意見交換を行った。 

各国・関連国際機関等との協力、外国為替及び外国貿易法

（昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。）及び犯罪

による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）

の実効性の確保に加え、政府一体となってマネロン対策等を

進めるべく「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会

議」を通じて関係省庁間の連携強化を行い、マネロン対策等

の国の政策の策定や法人の実質的支配者の透明性向上のた

めの取組等を含む3ヵ年の行動計画に沿ったＦＡＴＦ第四次

対日審査指摘事項への対応及び次期相互審査を見据えた取

組の推進、テロリスト等に係る資産凍結等の措置等を適切に

実施した。さらに、令和4年2月以降のロシアによるウクライ
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ナ侵略及びベラルーシによる当該侵略の支援といったウク

ライナ情勢に鑑み、Ｇ7を始めとする国際社会と緊密に連携

して、ロシア及びベラルーシの政府高官等を始めとした個

人・団体及び特定の銀行に対する資産凍結等の措置等を引き

続き実施した。併せて、外国為替業務を行っている金融機関

等を対象とするオフサイト・モニタリングの結果を考慮しつ

つ、外国為替検査を適切に実施した。さらに、改正外為法の

関連政省令等の適切な整備や対内直接投資審査制度の内容

の周知等を通じ、対内直接投資審査制度を円滑かつ着実に運

用した。 

また、令和4年度政策評価結果を踏まえ、国際的な取組へ

の参画及び外国為替資金の運営のため、必要な経費の確保に

努めた。 

＜予算要求＞ 

令和 6年度外国為替資金特別会計予算概算要求額：

1,006,258,040千円 

＜機構・定員要求＞ 

対内直接投資審査の執行体制強化のため、令和6年度機構・

定員要求において、投資分析専門官等の設置及び13人の増員

（うち、本省3人、財務局10人）を要求した。 

24 

【政策目標6-2】 

開発途上国における安定的な

経済社会の発展に資するため

の資金協力・知的支援を含む

多様な協力の推進 

引き続き

推進 

＜国際金融システムの安定的かつ健全な発展と開発途上国

の経済社会の発展の促進＞ 

関係省庁間で密接な連携を図りながら、ＯＤＡの一層効率

的・戦略的な活用に取り組んだ。 

ＪＩＣＡに関しては、ＯＤＡの効率的・戦略的な活用に向

けた取組を引き続き推進した。 

ＪＢＩＣに関しては、その目的である日本及び国際経済社

会の健全な発達に寄与するための取組を引き続き推進した。 

ＭＤＢｓに関しては、引き続き主要出資国として業務運営

に積極的に参画した。 

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の教訓を踏まえ、

パンデミックへの予防・備え及び対応（ＰＰＲ）を含む、強

靱で持続可能な保健財政枠組構築のための、財務・保健当局

の連携強化やＵＨＣの達成に向けて、引き続き、関係省庁や

国際機関と連携しつつ、Ｇ20等の国際的な議論に積極的に参

画した。 

我が国は、気候変動等の地球環境問題分野における支援を

引き続き実施し、ＧＥＦやＣＩＦ及びＧＣＦの運営に係る議

論に、積極的に参画した。また、公正なエネルギー移行パー

トナーシップ（ＪＥＴＰ）において、インドネシアを対象と

したパートナーシップの共同リード国として米国とともに

議論を主導した。 
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債務持続可能性を脆弱なものとする非譲許的借入の増加

等、開発途上国が直面する債務に関する諸問題に関し、債務

透明性の向上及び債務持続可能性の確保が重要との認識の

下、ＩＭＦ、世界銀行、Ｇ20やパリクラブ等の国際的枠組に

おいて、開発途上国からの要請に基づく「共通枠組」の実施

をはじめ、新興援助国等も含めた包括的な対応の実現に向け

て、引き続き、積極的に議論に参画した。 

知的支援については、引き続き、相手国のニーズに即した

内容となるよう、必要に応じて見直しを行い、効果的・効率

的に実施した。また、対面形式での交流・セミナー等を検討

し、オンライン形式の効果が認められる部分については同形

式も併用した交流・セミナー等を実施した。 

また、令和4年度政策評価結果等を踏まえつつ、国際社会

の平和と発展に貢献し、これを通じて我が国の安全と繁栄を

確保するとともに、国際公約及び国際的責務を果たすため、

令和6年度予算において、必要な経費の確保に努めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：106,700,000千円 

25 

【政策目標6-3】 

日本企業の海外展開支援の推

進 

引き続き

推進 

＜国際金融システムの安定的かつ健全な発展と開発途上国

の経済社会の発展の促進＞ 

「質の高いインフラ輸出拡大イニシアティブ」等を踏ま

え、ＪＢＩＣ先議を含むＪＩＣＡ海外投融資の審査プロセス

の見直しなど質の高いインフラ輸出促進のための制度改善

を行ってきたＪＩＣＡや、新たなファシリティの創設や、法

改正等の機能強化を進めたＪＢＩＣの活用等を通じて、引き

続き日本企業の海外事業の維持・再編・展開等を推進した。 

26 

【政策目標7-1】 

政府関係金融機関等の適正か

つ効率的な運営の確保 

引き続き

推進 

＜財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確

保＞ 

政府関係金融機関等は、国の政策金融の担い手として、経

済・金融情勢等に即応して迅速・的確な対応を行うことが必

要であることから、関係省庁等と緊密な連携の下、経済動向

を踏まえつつ、必要なニーズに対し、政府関係金融機関等が

質・量ともに的確な対応を行うことができるよう、民業補完

の観点から不断の業務の見直しを行った。 

また、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」

（令和4年10月28日閣議決定）等に基づき、中小企業・小規

模事業者について、新型コロナウイルス感染症の影響の長期

化を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を通

じ、引き続き資金繰り支援等を実施したほか、ウクライナ情

勢・原油価格上昇等の影響により資金繰りや経営に困難を来

している中小企業への資金繰り支援として、セーフティネッ

ト貸付の金利引下げを継続した。
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危機対応業務については、今後新たに発生しうる危機事案

に備え、引き続き危機対応業務を円滑かつ適切に実施できる

体制の確保に努めた。 

さらに、主務省として、関係省庁と緊密に連携しつつ、政

策目的の実現及び適正な業務運営の確保という観点から、各

機関の法令等遵守態勢に関し、効果的・効率的な検査を行う

とともに、上記リスク管理分野及び法令等遵守態勢に関する

検査結果も踏まえて、各機関の財務の健全性の確保や業務運

営体制の改善に努めた。 

令和6年度予算要求において、政府関係金融機関等の適正

かつ効率的な運営が確保されるよう、必要な経費の確保に努

めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：77,174,522千円 

27 
【政策目標8-1】 

地震再保険事業の健全な運営 

引き続き

推進 

＜財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確

保＞ 

地震保険制度の安定的な運営を確保するため、再保険金の

迅速・確実な支払に加え、民間危険準備金残高の回復を図る

取組を引き続き実施するとともに、地震保険制度等研究会の

開催をはじめ関係者・有識者との意見交換を通じて、継続的

に制度の検証を行った。 

地震保険の普及については、財務省ウェブサイトやＳＮＳ

の活用に加え、損害保険業界の広報活動への支援や、業界と

の意見交換などを行い、官民挙げて地震保険の更なる普及促

進に努めた。 

また、政府の再保険事業の健全な運営を確保するため、損

害保険会社に対し、引き続き地震保険検査を実施するととも

に、検査費用など必要な経費の確保に努めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度地震再保険特別会計予算概算要求額：112,214,500

千円 

28 

【政策目標9-1】 

安定的で効率的な国家公務員

共済制度等の構築及び管理 

引き続き

推進 

＜財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確

保＞ 

年金積立金の運用は、長期的な観点から行う必要があり、

安全かつ効率的な管理及び運用が行われるよう適切に注視

した。その他の社会保障制度改革についても、関係省庁と連

携を図って引き続き検討を進めた。 

各国との人的交流の促進を図る観点から、我が国と各国間

の社会保障制度の適用について、厚生労働省等と協力して、

今後、順次締結が予定されている各国との社会保障協定への

対応を行った。 

共済手続の全面オンライン化に向けて、共済組合の内部手
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続も含めた共済手続のデジタル完結を実現するため、関係省

庁と連携を図って、適切な対応を行った。 

厚生年金保険給付、退職等年金給付及び経過的長期給付の

支給等の実務を担う国家公務員共済組合連合会等の適正な

業務運営を確保することにより、安定的で効率的な国家公務

員共済組合制度等の管理・運営に努めた。 

＜予算要求＞ 

令和6年度予算概算要求額：83,751,858千円 

29 

【政策目標10-1】 

日本銀行の業務及び組織の適

正な運営の確保 

引き続き

推進 

＜財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確

保＞ 

経費予算の認可、財務諸表の承認等を通じ、日本銀行の業

務が一層適正かつ効率的に運営されるよう努めた。 

30 

【政策目標11-1】 

たばこ・塩事業の健全な発展

の促進と適切な運営の確保 

引き続き

推進 

＜財務省が所管する法人及び事業等の適正な管理、運営の確

保＞ 

○たばこ事業の適切な運営の確保

引き続き、たばこ事業法（昭和59年法律第68号）及び日本

たばこ産業株式会社法（昭和59年法律第69号）に基づく許認

可等の申請に対し、これらの法律の趣旨・目的に沿って円滑

な処理を行ったほか、たばこの規制に関する世界保健機関枠

組条約に係る措置である喫煙と健康に関する規制等につい

て、たばこ事業を巡る情勢の変化等を踏まえた必要な対応に

取り組むことや、20歳未満の者の喫煙防止に係る取組の更な

る徹底等を通じて、たばこ事業の適切な運営の確保等に努め

た。 

○塩事業の適切な運営の確保

引き続き、塩需給見通し及び塩需給実績の策定・公表、塩

事業センターに係る認可等の監督や塩事業者からの登録・届

出について、塩事業法（平成8年法律第39号）の趣旨・目的

を踏まえた処理等を通じ、塩事業の適切な運営の確保等に努

めた。 
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